
文教委員会資料① 

１ 令和２年第４回定例会提出予定議案の説明 

（1）議案第８４号 川崎市保育園条例の一部を改正する条例の制定について 

資料  川崎市保育園条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

こども未来局 

（令和２年５月２７日） 
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川崎市保育園条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市保育園条例 ○川崎市保育園条例 

昭和28年５月30日条例第32号 昭和28年５月30日条例第32号

（設置、名称及び位置） （設置、名称及び位置） 

第２条 本市は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条に基づき、同法

第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児その他の

児童（以下「乳児・幼児等」という。）を日々保護者の下から通わせて保

育を行うため保育園を設置し、その名称及び位置を次のとおりとする。 

第２条 本市は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条に基づき、同法

第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児その他の

児童（以下「乳児・幼児等」という。）を日々保護者の下から通わせて保

育を行うため保育園を設置し、その名称及び位置を次のとおりとする。 

名称 位置 名称 位置 

川崎市東小田保育園 川崎市川崎区小田５丁目14番１号 川崎市東小田保育園 川崎市川崎区小田５丁目14番１号 

川崎市藤崎保育園 川崎市川崎区藤崎１丁目７番１号 川崎市藤崎保育園 川崎市川崎区藤崎１丁目７番１号 

川崎市古川保育園 川崎市幸区古川町120番地 川崎市古川保育園 川崎市幸区古川町120番地 

（削除） 川崎市北加瀬保育園 川崎市幸区北加瀬３丁目19番１号 

川崎市河原町保育園 川崎市幸区河原町１番地 川崎市河原町保育園 川崎市幸区河原町１番地 

川崎市夢見ケ崎保育

園 

川崎市幸区南加瀬３丁目４番８号 川崎市夢見ケ崎保育

園 

川崎市幸区南加瀬３丁目４番８号 

（削除） 川崎市平間保育園 川崎市中原区上平間366番地 

（削除） 川崎市平間乳児保育

園 

川崎市中原区上平間366番地 

川崎市中丸子保育園 川崎市中原区中丸子1,155番地 川崎市中丸子保育園 川崎市中原区中丸子1,155番地 

川崎市中原保育園 川崎市中原区小杉陣屋町２丁目３番１号 川崎市中原保育園 川崎市中原区小杉陣屋町２丁目３番１号 

川崎市下小田中保育

園 

川崎市中原区下小田中４丁目４番17号 川崎市下小田中保育

園 

川崎市中原区下小田中４丁目４番17号 

（削除） 川崎市西宮内保育園 川崎市中原区宮内１丁目24番７号 

川崎市蟹ケ谷保育園 川崎市高津区蟹ケ谷339番地 川崎市蟹ケ谷保育園 川崎市高津区蟹ケ谷339番地 

川崎市津田山保育園 川崎市高津区下作延５丁目１番10号 川崎市津田山保育園 川崎市高津区下作延５丁目１番10号 
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改正後 改正前 

川崎市梶ケ谷保育園 川崎市高津区梶ケ谷５丁目８番地２ 川崎市梶ケ谷保育園 川崎市高津区梶ケ谷５丁目８番地２ 

（削除） 川崎市有馬保育園 川崎市宮前区東有馬５丁目16番１号 

川崎市菅生保育園 川崎市宮前区初山１丁目23番15号 川崎市菅生保育園 川崎市宮前区初山１丁目23番15号 

（削除） 川崎市平保育園 川崎市宮前区平２丁目13番１号 

川崎市中有馬保育園 川崎市宮前区有馬３丁目２番10号 川崎市中有馬保育園 川崎市宮前区有馬３丁目２番10号 

川崎市土橋保育園 川崎市宮前区土橋２丁目14番地１ 川崎市土橋保育園 川崎市宮前区土橋２丁目14番地１ 

川崎市生田保育園 川崎市多摩区西生田３丁目15番10号 川崎市生田保育園 川崎市多摩区西生田３丁目15番10号 

川崎市菅保育園 川崎市多摩区菅１丁目５番24号 川崎市菅保育園 川崎市多摩区菅１丁目５番24号 

川崎市土渕保育園 川崎市多摩区生田２丁目14番５号 川崎市土渕保育園 川崎市多摩区生田２丁目14番５号 

川崎市上麻生保育園 川崎市麻生区上麻生７丁目２番35号 川崎市上麻生保育園 川崎市麻生区上麻生７丁目２番35号 

川崎市高石保育園 川崎市麻生区高石１丁目14番15号 川崎市高石保育園 川崎市麻生区高石１丁目14番15号 

川崎市白山保育園 川崎市麻生区白山４丁目２番１号 川崎市白山保育園 川崎市麻生区白山４丁目２番１号 

（開所時間及び休園日） （開所時間及び休園日） 

第３条 保育園の開所時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、市長

は、特に必要があ 

ると認めるときは、開所時間を変更し、又は休園日に開園し、若しくは臨

時に休園することができる。 

第３条 保育園の開所時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、市長

（第５条第１項の規定により市長が指定するもの（以下「指定管理者」と

いう。）が管理を行う保育園にあっては、指定管理者）は、特に必要があ

ると認めるときは、開所時間を変更し、又は休園日に開園し、若しくは臨

時に休園することができる。 

開所時間 午前７時30分から午後６時30分まで 

休園日 川崎市の休日を定める条例（平成元年川崎市条例第16号）

第１条第１項に規定する市の休日（同項第１号の規定につ

いては、日曜日に限る。） 

開所時間 午前７時30分から午後６時30分まで 

休園日 川崎市の休日を定める条例（平成元年川崎市条例第16号）

第１条第１項に規定する市の休日（同項第１号の規定につ

いては、日曜日に限る。） 

（指定管理者の指定） 

（削除） 第５条 市長は、保育園の管理を行わせるため、法人その他の団体であって

次の要件を満たすものを指定することができる。 

(１) 保育園の管理を行うに当たり、利用者の平等な利用が確保できるこ

と。 
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改正後 改正前 

(２) 事業計画書の内容が、保育園の効用を最大限に発揮するとともに管

理経費の縮減が図られるものであること。 

(３) 事業計画書の内容に沿った保育園の管理を安定して行う能力を有す

ること。 

２ 前項の規定による指定は、保育園の管理を行おうとするものの市長に対

する申請により行う。 

３ 前項の規定による申請は、規則で定める申請書に事業計画書その他市長

が必要と認める書類を添付して行わなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

（削除） 第６条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、保育

園の管理を行わなければならない。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

（削除） 第７条 指定管理者は、保育園の管理のために必要な業務を行わなければな

らない。 

（使用料） （使用料） 

第５条 （略） 第８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第６条 （略） 第９条 （略） 

（委任） （委任） 

第７条 （略） 第10条 （略） 
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